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住宅市街地整備計画書 
 

１ 整備地区及び重点整備地区の区域 

（１）整備地区 

名 称：世田谷・若林地区 

所在地：世田谷区若林三丁目の全域並びに若林四丁目及び世田谷四丁目の一部 

面 積：約４７．７ｈａ 

 

（２）重点整備地区 

名 称：世田谷・若林地区 

所在地：世田谷区若林三丁目の全域並びに若林四丁目及び世田谷四丁目の一部 

面 積：約４７．７ｈａ 

 

２ 整備地区の整備の基本的方針 

（１）整備地区の概要 

①立地 

本地区は、東京都世田谷区の世田谷地域のほぼ中央に位置しており、地区東側

が環状七号線、地区南側が世田谷通り（補助５１号線）、地区西側が補助１５４号

線に接している。三軒茶屋駅（東急田園都市線）と下高井戸駅（京王線）を結ぶ

東急世田谷線の松陰神社前駅が最寄り駅となっている。 

 

②地区の形成経緯 

本地区は、明治時代前半には田園風景が広がっていたが、大正時代に玉川電車

（現・東急世田谷線区間）が開通すると次第に宅地化されるようになった。大正

時代に起きた関東大震災以降には都心からの人口流入により戦後の混乱期、そし

て高度成長期には地方からの人口流入により宅地化に一層の拍車がかかり、都市

基盤が未整備のまま現在の市街地が形成されたため防災上、住環境上大きな課題

を抱えている。 

 

③現況（令和６年度末／指標等は令和３年度土地利用現況調査による） 

本地区は、世田谷区役所や世田谷合同庁舎などの官公庁施設が集積しており、

地区周辺には国士舘大、国士舘中高、城山小などの文教施設や若林公園が位置し

ている。また、若林公園を含む国士舘大学一帯は、平成１０年５月に広域避難場

所に指定されている。住宅地が主体となっている本地区の住宅戸数密度は１４

０．２戸／ｈａ、不燃領域率は７４．２％（都方式）、換算老朽住宅戸数割合は６

２．４％、老朽木造建物棟数割合は３９．２％である。 

若林三丁目は幅員６ｍ以上の道路網が脆弱であり、震災時の消防活動困難区域 
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が地区北東部から地区中央部に掛けて三日月状（約８．３ｈａ）に大きく広がっ

ている。平成１２年６月には、震災時の消防活動困難区域の解消や広域避難場所

への避難経路の確保のため、本事業で優先整備路線として拡幅整備を進めてきた

路線を地区防災施設（道路、計画幅員６ｍ）に位置付けた「若林三・四丁目地区

防災街区整備地区計画」を施行した。 

また、震災時には本地区を含む国士舘大学一帯広域避難場所周辺における大火

の危険性が高く、広域避難場所の総面積８．６ｈａに対し避難有効面積３．７ｈ

ａとなっている。 

この様な状況から、平成１６年１月には「世田谷区役所周辺地区防災街区整備

地区計画」を策定するとともに、「若林三・四丁目地区防災街区整備地区計画」の

変更により広域避難場所外周１２０ｍの街区で準耐火以上の不燃化規制を行うほ

か、平成２６年７月には「新たな防火規制」、１０月には「不燃化特区」を導入し

不燃化の促進に取り組んでいる。 

  

(２)地区整備の課題 

・木造住宅密集地域があることや延焼遅延帯となる主要生活道路の整備が遅れてい 

るため、道路整備にあわせた沿道の不燃化を進める必要がある。 

・幅員６ｍ以上の道路整備が不十分な地区が多く、若林三丁目を中心に消防活動困難 

区域が広がっている。震災時の消防活動困難区域を解消するため、若林三丁目を中    

心に幅員６ｍ以上の道路を整備する必要がある。 

・地区内に点在している２方向避難が困難な行き止まり路を解消する必要がある。 

・みどりの貴重な資源である民有地の緑や農地は減少する傾向にあり、一人当たりの    

公園緑地面積が全地区平均を下回っているため不足する身近な広場や公園を整備

していく必要がある。 

・広域避難場所の安全性を高めるため、広域避難場所外周市街地では不燃化建替えを 

推進する必要がある。 

 

(３)整備地区の整備の方針 

①整備の基本構想 

「世田谷区都市整備方針」の「将来目標を実現するためのテーマ別方針」に基づ

いた街づくりを進める。 

■安全で災害に強い街をつくる 

・広域避難場所周辺の市街地の不燃化を図り、十分な安全性を備えた広域避難場所           

と災害に強い市街地を形成する。 

・地区計画制度や補助事業等を活用し建物の不燃化、道路や公園の整備及び行き止ま   

り路の解消など総合的な街づくりを進めていく。 

・交通ネットワークの整備を進め地区の安全性、快適性及び防災性の向上を図る。 



－3－ 

・日頃からお互いに協力し合い、非常時には支え合えるよう普段からコミュニケーシ 

 ョンやマナーを意識し街づくりを進める。 

 

②防災性の向上に関する基本方針及び実現方策 

■防災生活圏内の安全性の向上 

・広域避難場所の外周１２０ｍの市街地では不燃化を図る。 

→「新たな防火規制」で準耐火以上の構造規制を規定しており、建替えにあわせて 

確実に不燃化を図る。 

・不燃化特区制度を活用した個別の建替え需要の喚起、相談及び支援の充実等により

不燃化建替えを促進する。 

■安全な道路ネットワークの確保 

・「５（２）①道路整備の基本方針」に沿って、地区内の安全な道路ネットワークを

確保していく。 

■市街地内部のオープンスペースの確保 

・「５（２）②小公園等整備の基本方針」に沿って地区内部のオープンスペースを確

保していく。 

・大規模敷地の建替えでは、都市基盤整備や公園・公開空地の整備、緑化などを誘導

する。 

 

③老朽建築物等の建替の促進に関する基本方針及び実現方策 

・住宅地としての快適性と防災性の向上に資する老朽建築物等の更新を図る。 

→地区計画、地区街づくり計画及び東京都建築安全条例第７条の３に基づく防火規制 

による規制誘導を進める。 

→不燃化特区などの補助制度を活用し、地区内の老朽建築物の更新を図る。 

・無接道敷地等のため自主更新が困難な老朽建築物が集積している街区については、

専門家派遣等を活用して建替えを誘導・支援し、防災性向上と居住環境改善を図る。 

 

 

３ 整備地区の土地利用に関する事項（令和２年現在） 

住宅用地 25.31ha 53.1% 道路 9.24ha 19.4% 

商業・業務用地 4.27ha 9.0% 教育施設 3.88ha 8.1% 

公園・緑地 0.93ha 1.9% 農地等 0.20ha 0.4% 

その他 3.87ha 8.1%    

各地区の特性に応じて、土地利用の方針を以下のように定める。 

■広域避難場所機能強化地区（特に不燃化を促進すべき区域） 

広域避難場所外周１２０ｍに位置する街区については、特に不燃化を促進し、広域     

避難場所の避難有効面積を拡大する。 
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■その他の地区（不燃化を促進すべき区域） 

幹線道路沿道：補助１５４号線沿道については、第二種住居地域及び近隣商業地域    

指定により一定の中高層建物を許容することで不燃化を誘導し、環              

状七号線沿道と世田谷通り沿道については防火地域指定により延

焼遮断・遅延効果を持たせる。 

その他住宅地：「若林三・四丁目地区防災街区整備地区計画」、「世田谷区役所周辺地  

区防災街区整備地区計画」及び「世田谷区街づくり条例」に基づく

「区役所周辺地区地区街づくり計画」により、良好な住環境の維持

を図る。 

 

４ 住宅等の整備に関する事項 

(１)主要な街区における住宅等の整備に関する事項 

団地名（工区名） 

（面積） 
事業手法 施行者 建設戸数 住宅建設の基本方針 

－ － － － － 

 

(２)その他の街区における住宅等の整備に関する事項 

 平成１６年には「防災街区整備地区計画」の策定・変更により、事業エリアの一部

に準耐火以上の構造規制を行ない、平成２６年７月には「東京都建築安全条例第７条

の３に基づく防火規制」を導入し事業エリア全域に構造規制の適用範囲を拡大した。 

更に、平成２６年１０月の不燃化特区導入により、戸建て住宅の建替え及び老朽建

築物の除去等を促進することで不燃化を図る。 

 

５ 公共施設及び公益施設の整備に関する事項 

(１)主要な施設の整備に関する事項 

施設名 
整備の内容 

名称 種別等 事業量 備考 

公
共
施
設 

道路 
主要生活道路 112・229

号線（松栄会通り） 
主要生活道路 

幅員＝10~12m 

延長＝260m 
事業中 

公園・緑地 － － － － 

下水道 － － － － 

河 川 － － － － 

その他 － － － － 

公
益
施
設 

 名称 面積 備考 

教育施設 － － － 

その他 － － － 
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(２)その他の施設に関する事項 

①道路整備の基本方針 

【主要生活道路】 

・地区の主要な生活道路、また延焼を遅延させる路線として整備を図る。 

→消防活動困難区域の解消に資する路線については、避難路としての役割も期待され   

ることから、主要生活道路１１２・２２９号線（松栄会通り）を道路事業（公共整

備型）により、せたがや道づくりプラン優先整備路線として位置付けている。 

【地区内避難路】 

・広域避難場所へとつながる地区内避難路、延焼を抑止する路線及び消防活動路線と    

して整備を図る。 

→防災街区整備地区計画区域内では地区防災施設として位置付け、地区街づくり計画   

に基づき、建築物の更新にあわせて壁面位置を制限するとともに不燃化への建替え  

を誘導する。また、その壁面後退部の用地を本事業にて買収し、道路状拡幅整備を  

図る。 

【住環境整備路線】 

・住環境を向上する路線、または延焼を抑止する路線として整備を図る。 

→地区街づくり計画で、外壁位置を道路中心線から３ｍ以上後退するよう誘導する。 

【その他の道路】 

・基礎的な安全性が確保されるよう整備を図る。 

→狭あい道路は、狭あい道路拡幅整備事業等により建替えにあわせ整備を図る。 

→行き止まり路は、建替え動向をみながら２方向避難が可能となる整備を図る。 

 

②小公園等整備の基本方針 

・地区公共施設整備等により、これまでに小公園等整備のために約３，６８０㎡の 

用地取得を行なっていることから、今後は地域内での防災活動拠点にも資するよう、

かまどベンチや簡易マンホールトイレを備えた小公園として整備を進める。なお、

整備にあたり、既に小公園として整備済み若しくは取得済みの公園予定地に隣接し

た用地を取得することによって一層の防災機能向上が期待できる場合、新たな用地

の取得を行う。 

 

６ その他必要な事項 

（１）事業施行予定期間 

昭和６３年度から令和１２年度までとする。 

（２）その他特に記すべき事項 

  ■これまでの経過 

【若林街づくり協議会】 
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・「若林三・四丁目地区防災街区整備地区計画」の区域では、平成８年に「街づくり

懇談会」が発足し、その懇談会を受け継ぐ形で平成９年に「若林３・４丁目街づく

りの会」となり、平成１０年には「若林街づくり協議会」が活動を開始し現在に至

っている。 

・協議会は、平成１１年にそれまでの検討を基に地区内の避難路網の確保、住環境の

維持・保全を図るべく「地区街づくり提案」を区に提出した。 

・提案後も、地域の防災性の向上を図るためのイベント開催や勉強会・定例会の開催、

住環境に関する区への提案等活発な活動を続けている。今後も、当該協議会と協力

して地域に対し事業の必要性や周知を図っていく。 

【区役所周辺まちづくりの会（旧名称：国士舘大学一帯広域避難場所周辺地区街づくり協議会）】 

・「世田谷区役所周辺地区防災街区整備地区計画」の区域では、平成１３年度に「街

づくり懇談会」が発足し、その懇談会を受け継ぐ形で平成１４年度には「国士舘大

学一帯広域避難場所周辺地区街づくり協議会」が活動を開始し現在に至っている。 

・協議会は、平成１４年度にそれまでの検討を基に「逃げないですむ防災街づくり」

を図るべく「地区街づくり提案」を区に提出した。 

【区役所周辺地区地区街づくり計画】 

・本地区を含む区域では、平成７年度に世田谷区街づくり条例に基づく「区役所周辺

地区地区街づくり計画」を策定している。 

・平成１４年度に「国士舘大学一帯広域避難場所周辺地区地区街づくり協議会」から

「地区街づくり提案」を受け、広域避難場所の機能強化のため周辺市街地での不燃

化を盛り込んだ内容を新たに盛り込んだ。 

【若林三・四丁目地区防災街区整備地区計画】 

・震災時の消防活動困難区域の解消、広域避難場所への避難経路の確保及び住環境の

維持・向上を担保するため、平成１２年６月に若林三丁目の全域及び若林四丁目の

一部区域で「若林三・四丁目地区防災街区整備地区計画」を施行している。 

・平成１６年１月からは、後述の「世田谷区役所周辺地区防災街区整備地区計画」策

定とあわせて「若林三・四丁目地区防災街区整備地区計画」を変更し、国士舘大学

一帯広域避難場所の外周１２０ｍの街区で不燃化規制を行なっている。 

【世田谷区役所周辺地区防災街区整備地区計画】 

・広域避難場所の機能強化、住環境の維持・向上を担保するため、平成１６年１月に

広域避難場所外周１２０ｍの街区及び世田谷通りまでの区域で「世田谷区役所周辺

地区防災街区整備地区計画」を施行している。 

【新たな防火規制】 

・災害時に火災の延焼による被害を広げないように、平成２６年７月に東京都建築

安全条例第７条の３第１項に基づく「新たな防火規制」を施行している。 

【不燃化特区】 

・平成２６年１０月より「不燃化特区」制度を導入し、令和１２年度までの計画と
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している。 
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